
 

 

加入者のみなさま 

 

大阪自転車健康保険組合 

 

 

資格確認書等の様式および記載内容について 

 
  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

標記について、令和６年１２月２日以降に交付する「資格確認書」および「資格

情報のお知らせ」の様式等についてご連絡いたします。 

 
 

記 
 
１ 資格確認書について 
（１）交付対象者は以下のとおりです。 
  ①マイナンバーカードを取得していない者 
  ②マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない 

者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者 
  ③マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れの者 
（２）印刷台紙は令和６年１０月に送付しました、Ａ４版の「資格情報のお知ら

せ」に類似のものとします。 
（３）Ａ４用紙中段には使用にあたっての注意事項を記載します。 
（４）右下の携帯用部分（はがして利用）は水色とします。 
（５）携帯用部分には、以下の情報を掲載します。 
  ① 交付年月日 

② 被保険者等記号番号 
③ 有効期限 
④ 氏名、生年月日、性別 
⑤ 資格取得年月日 
⑥ 一部負担金の割合・発効年月日（７０歳以上の加入者のみ） 
⑦ 保険者名称、保険者番号、連絡先電話番号 
⑧ 住所および臓器提供にかかる記入欄（裏面） 

（６）有効期限は全件、令和９年１１月３０日とします。 
ただし、それまでに７５歳に到達される方や任意継続健康保険の期間満了を迎

えられる方は、その日を有効期限とします。 



 
２ 資格情報のお知らせについて 
（１）交付対象者はマイナ保険証利用登録者です。 
（２）令和６年１０月に送付したものと同様の内容に、情報登録に関するお知らせ

文章と一部負担金の割合（７０歳以上の加入者のみ）が追記されています。 
（３）令和６年１０月に送付したものに記載されていた個人番号（マイナンバー）

下４桁は掲載されません。 
（４）右下の携帯用部分（はがして利用）は白色とします。 
 
３ 送付方法について 
（１）「資格確認書」「資格情報のお知らせ」ともに世帯ごとに窓あき封筒に封入し

事業所へ送付します。任意継続加入者の方にはご自宅に送付いたします。 
（２）封筒には「資格確認書在中」、または「資格情報のお知らせ在中」と表示しま

す。 
（３）資格確認書には別紙１を、資格情報のお知らせには別紙２を同封します。 
 
４ 送付時期について 
（１）資格確認書 
  ① 新規加入者 
   届出の都度発行します。 
  ② 現行の健康保険証保有者 
   令和７年１２月１日に健康保険証が廃止されることから、令和７年１１月中

に事業所へ送付します。 
（２）資格情報のお知らせ 
  ① 新規加入者 
   届出の都度発行します。 
  ② 令和６年１０月１３日以降の新規加入登録者 
   令和６年１２月中に事業所へ送付します。 
 
５ その他 
  令和６年１２月２日以降の健康保険証等の取扱いについて、Ｑ＆Ａを作成しま

した（別紙３）ので、そちらもご参照ください。 
 
 
 
 
 
 



マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもの。

マイナ保険証で受診すると、本人が同意した場合は、過去の診療・薬剤情報や

特定健診情報などを医師らが確認でき、より良い医療が受けられます。

大阪自転車健康保険組合

１

顔写真入りのため、対面での悪用は困難です。

２

ICチップ部分には、税や年金などの個人情報も記録されません。

３

マイナンバーは使いません。

４

マイナンバーを利用するには、 顔写真付き本人確認

    書類などでの本人確認があるため、悪用は困難です。

➣ 紛失・盗難の場合は、 24時間365日体制で停止可能

➣ アプリごとに暗証番号を設定し、一定回数間違うと機能ロック

➣ 不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れる仕組み

マイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178)までご連絡を。

健康保険証利用登録の
詳細はこちらから↓

厚生労働省作成動画
【どうやって申し込むの？
今すぐできる！ 簡単申込み編】
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氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長
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氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生
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別紙１



大阪自転車健康保険組合

使ってみましょう

別紙２



 
 

健康保険証の新規発行終了に伴う取扱い（Ｑ＆Ａ） 

 

 

Ｑ１．現在発行されている健康保険証はいつまで使用できますか。 

 

Ａ１．経過措置として令和７年１２月１日まで使用できますので、それまでにマイナ

ンバーカードの交付手続きやマイナ保険証の利用登録をお願いします。 

 

Ｑ２．経過措置期間中に健康保険証を紛失しました。再交付はできますか。 

 

Ａ２．令和６年１２月２日以降は健康保険証の発行はできません。マイナ保険証の利

用登録済みの方はマイナ保険証で受診してください。利用未登録の方等は資格確認書

（再）交付申請書を提出してください。 

 

Ｑ３．退職した場合、健康保険証の回収は必要ですか。 

 

Ａ３．経過措置期間中に退職された場合は回収をお願いします。経過措置終了後は、

使用できなくなるため回収は不要です。 

 

Ｑ４．令和６年１２月２日以降に資格取得や扶養認定された場合は何が発行されます

か。 

 

Ａ４．マイナ保険証の利用登録済みの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

利用未登録の方には「資格確認書」を交付します。 

 

Ｑ５．資格確認書はどのようにして交付されますか。 

 

Ａ５．資格取得届や被扶養者異動届を提出する際に、マイナンバーカードを作ってい

ない方や、マイナ保険証の利用未登録の方等に健康保険証に代わるものとして交付し

ますので、資格確認書発行要否にチェックを入れてください（詳しくは資格取得届裏

面の「⑫資格確認書発行要否」をご確認ください）。 

 

Ｑ６．資格確認書を紛失しました。再交付できますか。 

 

Ａ６．資格確認書（再）交付申請書を提出してください。 

 

 

 

別紙３ 



 

Ｑ７．退職した場合、資格確認書の回収は必要ですか。 

 

Ａ７．保険証に代わるものとして、有効期限内に退職された場合は回収をお願いしま

す。 

 

Ｑ８．資格情報のお知らせはどのようにして交付されますか。 

 

Ａ８．資格取得届や被扶養者異動届が提出された際に、マイナ保険証の利用登録済み

の方へ自動で交付します。マイナ保険証で受診することができない場合に、マイナン

バーカードと併せて使用してください。資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診

することはできません。 

 

Ｑ９．資格情報のお知らせを紛失しました。再交付できますか。 

 

Ａ９．マイナポータルで資格情報を提示できる場合は、再交付する必要はありません。

スマートフォンを未所持の方等は資格情報のお知らせ再交付申請書を提出してくだ

さい。 

 

Ｑ10．資格情報のお知らせに有効期限はありますか。 

 

Ａ10．ありません。 

 

Ｑ11．退職した場合、資格情報のお知らせの回収は必要ですか。 

 

Ａ11．必要ありません。 

 

Ｑ12．資格確認書や資格情報のお知らせは加入手続き後、どれくらいで交付されます

か。 

 

Ａ12．健保組合で入力後、住民票基本台帳情報との突合処理が行われ３日後に結果が

判明します。「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の送付は判明後になります。ま

た、マイナ保険証での受診が可能になるのも、健保組合での入力から３日後です。な

お、加入手続き後、初めてマイナ保険証で受診される場合は、念のため事前にマイナ

ポータルの医療保険の資格情報で、変更後の資格が登録されていることを確認してく

ださい。 

 

 

 

 



 

Ｑ13．加入手続きの際にマイナンバーを記載しなかった場合、資格確認書や資格情報

のお知らせは発行されますか。 

 

Ａ13．法令上、加入手続きの際にはマイナンバーの記載が求められているため、マイ

ナンバーの記載が無い場合、「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の交付には相当

な期間を要しますことをご理解ください。また、マイナ保険証で受診もできません。 

 

Ｑ14．資格確認書や資格情報のお知らせはどこに送付されますか。 

 

Ａ14．事業所あてに送付しますので、お手数ですが加入者の方々へ配付をお願いしま

す。 

 

Ｑ15．令和６年１２月２日以降、高齢受給者証は交付されますか。 

 

Ａ15.マイナ保険証から負担割合の情報が確認できること、また「資格確認書」や「資

格情報のお知らせ」に負担割合を表示することから今後は交付しません。 

なお、マイナ保険証で受診する場合は、交付済みの高齢受給者証の提示は不要です。 

 

Ｑ16．令和６年１２月２日以降、限度額適用認定証は交付されますか。 

 

Ａ16．マイナ保険証利用の方は、マイナ保険証から負担割合の情報が確認できるため

交付しません。資格確認書利用の方には、「資格確認書」に所得区分は表示しないた

め、従来どおり申請により交付します。 

 

 

 

 




